
幼保運営課

【委託費・給付費について】
　民間保育園、認定こども園に対しては、施設型保育給付費が支払われ、
事業所内保育事業等の地域型保育事業に対しては、地域型保育給付費が支払われます。
　民間保育園の場合、「利用者負担額（保育料）」を千葉市が徴収するため、国が定めた「公定価格」が
委託費として支払われますが、民間保育園以外については、「利用者負担額（保育料）」を施設で徴収
するため、「公定価格」から「利用者負担額（保育料）」を控除した額が給付費として支払われます。
※公定価格の単価表は別添資料「令和5年度公定価格単価表」になります。

【委託費・給付費の支払いについて】
（１）支払方法及び支払月

委託費・給付費は当月に支払います。
また、児童情報や加算状況の変更、単価改定等により3か月ごとの精算と年間精算を行います。

（２）委託費・給付費の支払日について

※3か月ごとの精算と年間分の精算（4-6月分：8月、7-9月分：11月、10-12月分：2月、年間分：翌5月）
については、全園月末となります。

【委託費・給付費請求の流れ】
（１）幼保運営課より下記の書類が送付されます。

①請求書　１部 （別紙３）
②給付費試算児童一覧　２部 （別紙１）
③給付費試算総括表　　１部 （別紙２）

（２）給付費試算総括表及び給付費試算児童一覧の内容(人数、氏名等)を確認します。

（３）作成した①請求書、②給付費試算児童一覧１部、（訂正がある場合は、朱書き訂正を
　　　したもの）を提出日までに幼保運営課へ提出します。

※給付費試算児童一覧の１部、給付費試算総括表は施設で保管してください。

（４）提出された請求書に基づき、支払月の25日又は月末に支払います。
※提出日が遅れることで、支払日が遅れることとなりますので提出期限は厳守でお願いします。

【留意事項】
　在園児童のうち、市外の児童がいる場合は、当該児童の居住地に給付費を請求することとなります。
市外児童の請求書については、各園で作成していただきます。
　なお、作成にあたっては請求書作成用のデータを送付いたします。

施設型・地域型保育給付費について

令和5年11月16日

該当月時点の児童情報と相違がある場合は、給付額が変更となる可能性がありますので、正しい内容を
区のこども家庭課に確認のうえ給付費試算児童一覧を朱書きで修正し提出していただきます。

委託費・給付費の支払日は基本は月末払いとなりますが、給与等の支払いが困難である場合には２５日
払いにすることもできます。

※朱書き修正により、給付額に変更が生じた場合は3か月ごとの精算または年間精算の際に反映いたし
ます。



令和5年　4月　　事業所　　管内12100　　千葉県千葉市　　　私立保育所

1111111　　　○○○園

生年月日 実施開始日 途中入所 日割り日数 利用者負担階層 公定価格

年齢（月初日年齢） 実施終了日 多子軽減区分 利用者負担額

1 3号 1111111111 千葉
　チバ

　はなこ 女
Ｈ30.4.14
　0　（　0）

Ｈ31.4.1
R6.3.31

管内 本園 標準 Ｈ31.4 なし 0
Ｂ
全額

201,680
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2 2号 2222222222 稲毛
イナゲ

　たろう 男
Ｈ27.4.24
　3　（　3）

Ｈ31.4.1
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管内 本園 標準 Ｈ31.4 なし 0
Ｄ８
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　ちはな 女
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受託 本園 標準 Ｈ31.4 なし 0
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0
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給付費試算児童一覧

広域 本園分園区分 保育必要量 利用年月
入退所日

特例給付 給付費№ 支給認定区分 宛名コード 児童氏名 性別
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業
員
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障
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い
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【確認内容】

①在籍児童全員が名簿に記載されているか確認してください。

（市内児童だけではなく、市外から来ている児童も名前があるか、確認します。）

②各児童の「児童氏名」、「生年月日」、「障がい児」（要配慮児）、「広域区分」、「本園分園区分」、

「保育必要量」、「利用者負担額」（民間保育園は確認不要）を確認し、誤りがある場合は、朱書きで

訂正し、幼保運営課へ提出してください。

※管外（市外）児童分の給付費については、住民登録のある市町村に請求を行いますが、給付費

の計算上、名簿に児童が載る必要があります。
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○ 年 ○ 月 ○ 日

（あて先）　千葉市長

○ 年度 ○
次の通り請求いたします。

請求金額 ○○○○ 円

※詳細は別紙の通り

代 表 者 職 氏 名 ○○○○ 印

（ 施 設 名 ） ○○○○

　子ども・子育て支援法附則第６条の規定による令和 月分の給付費として、

法 人 名 ○○○○

令和

月分　施設型・地域型保育給付費請求書

○○○○住 所

別紙３



令和５年１１月１６日 

幼保運営課 

委託費・給付費の加算認定について 

 

1 【加算とは】 

 各施設へ委託費・給付費を支給するが、この委託費・給付費を構成する項目の１つ。加算の適用

の可否により公定価格単価が変動します。 

 

2 【加算の種類及び認定要件】 

 各種加算の種類及び認定要件については、後日メールにて「令和５年度加算留意事項通知」を送

付いたします。 

 

3 【加算認定のスケジュール】 ※処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ以外の加算 

前年２月頃           加算適用申請依頼 

４月支払            加算適用スタート 

１２月上旬           ３月加算適用申請依頼 

３月支払            ３月加算適用 

 

4 【４月当初の支払及び精算について】 

 ４月の支払時に各種加算についての認定が完了していない場合は仮認定となります。各園からの

申請を受け、認定する加算が決定しましたら、3か月ごとの精算時（3か月ごとの精算に間に合わな

い場合は年度末）に反映いたします。 

 なお、仮認定時の加算適用状況は下記のとおりとなります。 

 

民間保育園 認定こども園、幼稚園 小規模保育事業・事業所内保育事業 

・処遇改善等加算率 １０％ 

・３歳児配置改善加算 

・主任保育士専任加算 

・事務職員雇上費加算 

・冷暖房費加算 

 

・処遇改善等加算率 １０％ 

・副園長・教頭配置加算 

・学級編成調整加配加算 

・チーム保育加配加算（１人） 

・通園送迎加算 

・給食実施加算（５日） 

・冷暖房費加算 

・処遇改善等加算率 １０％ 

・冷暖房費加算 

 

 

 

 


